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大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付要綱 
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（趣 旨） 
第１条 知事は、現在及び将来の県民が享受する県土の保全、水源のかん養、地球温暖

化の防止等の森林の有する多面的かつ公益的な機能の重要性にかんがみ、県民の理解
と協力の下に、森林環境を保全し、及び森林をすべての県民で守り育てる意識を醸成
するため、大分県森林環境保全推進関係事業事務取扱要領（平成１８年４月３日伺定
め。以下「取扱要領」という。）に基づき、市町村、森林組合、及び林業者等（以下
「事業実施主体」という。）が行う森林環境保全推進関係事業に要する経費について、
予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、大分
県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」という。）に定
めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 
（補助対象事業、事業実施主体、補助対象経費及び補助率） 
第２条 この補助金の交付の対象となる事業、事業実施主体、補助対象経費及び補助率

は、別表１のとおりとする。 
 
（補助金の交付申請） 
第３条 規則第３条第１項の規定による申請は、補助金交付申請書（第１号様式）によ

るものとし、別表２に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出
しなければならない。 

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添
付すべき書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号及び第
６号に掲げる事項とする。 

３ 第１項の規定による申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地
方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費
税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る
消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２
６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金
額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。 
 ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場
合は、この限りでない。 
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（補助条件） 
第４条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 
（１）補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をす

る場合は、補助事業変更承認申請書（第４号様式）を知事に提出し、その承認を受
けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 
（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 
（４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等

の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の
翌年度から起算して５年間整備保管すること。 

（５）補助事業者等は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は
暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な
関係を持つものであってはならない。 

（６）この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（不動産及びその従物を含
む。以下「財産」という。）は、知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反
して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保の用に供してはならない。ただし、
補助金の交付の目的及び耐用年数を勘案し、当該財産の耐用年数が減価償却資産の
耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）
で定める耐用年数（ただし、大蔵省令に定められていない財産については、農林畜
水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号。以下「農林省令」と
いう。）に定められている処分制限期間）を経過した場合はこの限りではないこと。 

（７）この補助事業地を事業完了年度の翌年度から起算して５年以内に、当該事業地の
全部又は一部を森林以外の用途へ転用（当該事業地を売り渡し、若しくは譲渡し、
又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業地が森林以外の用途へ転用され
る場合を含む。）又は補助事業地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為をしようと
する場合は、あらかじめ知事にその旨を届けるとともに、当該転用等に係る森林等
に対し交付を受けた補助金相当額を返還すること。 

（８）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後
においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従
ってその効率的運用を図ること。 

（９）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとすると
き（大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令に定められて
いない財産については、農林省令に定められている処分制限期間）を経過している
場合を除く。）は、あらかじめ知事の承認を得ること。 

（10）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の
全部又は一部を県に納付させることがあること。 

（11）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１０条
の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明ら
かになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。 

（12）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１１条
の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当
該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、補助金に係る消費税等仕
入控除税額確定報告書（第５号様式）によりその金額（前号の規定により減額した
場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに知事に報告するとと
もに、当該金額を返還すること。 

（13）その他、規則、取扱要領及びこの要綱の定めに従うこと。 
 
２ 規則第５条第１項第１号の規定により知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の

額に変更を及ぼさない変更で、別表１の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とす
る。 

 
（補助金の交付決定の通知） 
第５条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第６号様式）により

行うものとする。 
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（申請の取下げのできる期間） 
第６条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定

通知書を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 
 
（状況報告） 
第７条 知事は、必要に応じて、事業実施主体に対し、事業の遂行状況に関する報告を

求めることができる。 
 
（補助金の交付方法） 
第８条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認めると

きは、概算払の方法により交付することができる。 
 
（補助金の交付請求） 
第９条 補助金の交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするとき

は、補助金交付請求書（第７号様式又は第８号様式）を知事に提出しなければならな
い。 

 
（実績報告） 
第 10 条 規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第９号様式）

によるものとし、別表３に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受け
た日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年
度の翌年度の４月２０日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。 

 
（補助金の額の確定通知） 
第 11 条 規則第１３条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書（第１１号様式）

により行うものとする。 
 
附則 

１ この要綱は、平成１８年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金か
ら適用する。 
２ 補助金交付決定額が３００万円未満の補助金の交付については、振興局長に補
助金交付事務の権限が委任されたものにあっては、様式中の「大分県知事」を振興
局長に読み替えるものとする。 

附則 
   改正後の要綱は、平成１９年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金

から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成２０年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金

から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成２１年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金

から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成２２年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金

から適用する。 
附則 

 改正後の要綱は、平成２３年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金
から適用する。 

附則 
 改正後の要綱は、平成２３年度の補正予算に係る森林環境保全推進関係事業費補
助金から適用する。 

附則 
   改正後の要綱は、平成２４年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金

から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成２５年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金

から適用する。 
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附則 
   改正後の要綱は、平成２６年度の予算に係る森林環境保全推進関係事業費補助金

から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成２６年度１０月１日から適用する。 
附則 

改正後の要綱は、平成２７年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補
助金から適用する。 

附則 
   改正後の要綱は、平成２８年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補

助金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成２９年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補

助金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成３０年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補

助金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、平成３１年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補

助金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、令和３年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補助

金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、令和５年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補助

金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、令和６年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補助

金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、令和７年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補助

金から適用する。 
附則 
   改正後の要綱は、令和８年度の予算に係る森林環境保全推進事業関係事業費補助

金から適用する。 
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別表１(第２条関係) 

 
 

 
補助対象事業 

 
事業実施主体 

 
補助対象経費 

 
補助率 

 
重要な変更 

経費の配分 
の変更 

事業内容
の変更 

 
１森づくり提案
事業 
①森づくり活動 
②森林環境教育
・体験活動 
 

 
3名以上の県民で
構成された団体
（構成員の 1/2
以上が同一企業
の者である団体、
市町村が構成員
に含まれ、かつ、
運営費の 1/2 以
上を公共団体の
資金で補われて
いる団体を除く） 

 
事業実施主体が自ら企
画し行う県民を対象と
した森林の役割や森づ
くりの重要性につい
て、理解や関心を高め
る活動に要する経費 

 
（１）活動促
進費  
    定額 
（２）資材購
入及び機材
リース費等 
 
10/10 以内 
 
1 事業実施
主体の補助
金の上限額
は 500 千円
とする。 

 
補助対象経費
合計の 30％を
超える増減 
 

 
事業内容
の新設又
は廃止、活
動促進費
の交付に
係る活動
参加者数
区分の変
更、資材購
入・機材リ
ース費等
補助の対
象となる
資機材等
の追加又
は削減 
 

  
市町村、森林組
合、企業、構成員
の 1/2 以上が同
一企業の者であ
る団体、市町村が
構成員に含まれ、
かつ、運営費の
1/2以上を公共団
体の資金で補わ
れている団体 
 

  
資材購入及
び機材リー
ス費等 
 1/2 以内 
 
1 事業実施
主体の補助
金の上限額
は 500 千円
とする 

  

 
２森と海をつな
ぐ環境保全推進
事業 
(1)森と海をつ
なぐ環境保全推
進事業 
①流木等の片づ
け 
②啓発・交流活
動 
③その他 
 

 
地区自治会、ＮＰ
Ｏ等の団体 
 
 

 
地区自治会等が行う海
岸の漂着流木等の処理
に要する経費で以下の
とおりとする。 
報償費、賃金、旅費、需
用費、役務費、使用料
及び賃借料、委託料、
備品・資材購入費、その
他必要と認める経費 
 

 
10/10以内 
１団体当たり
の補助金の
上限額につ
いては原則と
して 500千円
とし、下限額
については
50千円とす
る。 
 

 
補助対象経費
合計の 30％を
超える増減 
 

 

 
(2)流木等被害
対策緊急防除事
業 
①流木等の片づ
け 
②その他 
 

 
漁業協同組合 
 

 

 
漁業協同組合が災害等
により漁港内等に滞留
または漂流している流
木等を、緊急的に回収
・処理するのに要する
経費で以下のとおりと
する。 
使用料及び賃借料、燃
料費、その他必要と認
める経費 

 
10/10 以内 
 

 

 
補助対象経費
合計の 30％を
超える増減 
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補助対象事業 

 
事業実施主体 

 
補助対象経費 

 
補助率 

 
重要な変更 

経費の配分
の変更 

事業内容 
の変更 

 
３優良竹林化・利活
用推進事業 

 
市町村 
 

 
市町村が事業を実施
するのに要する経費 
 

 
竹林整備：定
額 
ただし、事業
費の 3/4 以内 
 
管理用簡易作
業路開設： 
定額 400 円/m 
 

 
補助対象経
費合計の
30％を超え
る増減 
 

 

  
森林組合、農
協、法人、竹材
・タケノコ等の
生産や竹チッ
プ・竹炭等の利
活用の推進を
行う者、市町村
長が適当と認
める構成員が
３人以上の団
体 

 
事業実施主体が事業
を実施するのに要す
る経費に対して、市
町村が補助する場合
における当該補助に
要する経費 

 
竹林整備：定
額 
ただし、事業
費の 3/4 以内 
 
管理用簡易作
業路開設：定
額 400 円/m 
ただし、市町
村が 
500 円/m 以上
の補助をする
場合 

  

 
４名樹とのふれあい
事業 
 
 

 
 
 

 
市町村 
 
 
 
 
 

 
樹勢の悪化、倒伏の
おそれなどが生じて
いる特別保護樹木等
の保全（治療、剪定、
樹勢回復、周辺整備
等）に係る経費 

 
10/10 以内 
ただし 1 箇所
あたりの補助
金の上限額は 
450 千円 
 
 

 
補助対象経
費合計の
30%を超え
る増減 
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補助対象事業 

 

事業実施主体 

 
補助対象経費 

 
補助率 

 
重要な変更 

経費の配分
の変更 

事業内容 
の変更 

 
５次代の森づくり活
動リーダー育成事業 
 
(1)大分県みどりの
少年団活動支援事業 
 

 
 
みどりの少年団が、地
域で行う森づくり活
動の推進を目的とし
た奨励金の交付に要
する経費 

 

  
補助対象経
費合計の
30%を超え
る増減 

 
交付対象とな
る少年団の増
減 

 

 
(2)大分県みどりの
少年団育成事業 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大分県みどり
の少年団育成
連絡協議会 

 
みどりの少年団相互
の交流を目的とした、
「みどりの少年団の
つどい」に要する経費
で以下のとおりとす
る。 
 報償費、旅費、需用
費、役務費、使用料及
び賃借料、委託料、そ
の他知事が必要と認
める経費 

定額 
 

 
事業の廃止、
事業内容の追
加、削除 

 
(3)次代の森づくり
活動リーダー育成研
修支援事業 

 

 

 

 
各地域で森づくり活
動を行う団体の子ど
もを対象として行う、
次代の森づくり活動
リーダーを育成する
森林体験学習等の研
修に係る経費。 
ただし、研修受講者負
担金は除く。 
 

 
1/2 以内 
ただし補助金
の上限額は
1,000千円 
 

 
 

 
(4)大分県みどりの
少年団活性化推進事
業 
 

  
協議会が行う県みど
りの少年団活動発表
大会及び全国緑の少
年団活動発表大会に
要する経費 
 
報償費、旅費、需用費、
役務費、使用料及び賃
借料、委託料、食料費、
その他知事が必要と
認める経費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/10以内 

 
 

 
少年団が自ら計画し
た活動で下記に掲げ
る経費で、協議会が補
助する場合における
当該補助に要する経
費 
 
旅費、需用費、役務費、
報償費、使用料及び賃
借料、その他必要と認
める経費 
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別表２（第３条関係） 
 

補助対象事業 
 

 
申請様式 

 

 
事業 
計画書 

 
その他 

 

 
１森づくり提案事業 
 

 
第２号様式の１ 
 

 
１事業実施主体の定款、会則等(森林組合は省

略できる) 
２森づくり提案事業実施要領(以下、「実施要

領」という。)に定める書類 
 

 
２森と海をつなぐ環境保全推進事業 
 
(1)森と海をつなぐ環境保全推進事業 
(2)流木等被害対策緊急防除事業 
 

 
第２号様式の２ 
 

 
１実施区域を示した図面 
(１万分の１程度) 
２実施区域の現況写真 
(流木等被害対策緊急防除事業では省略でき

る。) 
 
３優良竹林化・利活用推進事業 
 

 
第２号様式の３ 

 

 
１実施区域を示した図面 
(１万分の１程度) 
２施業図 
３経費の積算基礎表又は設計書 
 

 
４名樹とのふれあい事業 

 

 
第２号様式の４ 
 

 
１位置図 
２実施前の写真 
 

 
５次代の森づくり活動リーダー育成
事業 
 
(1)大分県みどりの少年団活動支援事
業 
 
(2)大分県みどりの少年団育成事業 
 
(3)次代の森づくり活動リーダー育成
研修支援事業 
 
(4)大分県みどりの少年団活性化推進
事業 
 

 
第２号様式の５ 

 

 
１研修計画書（任意様式） 
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別表３（第 10条関係） 

 
補助対象事業 

 

 
実績様式 

 
 

事業 
実績書 

 
その他 

 
 
１森づくり提案事業 

 

 
第２号様式の１ 

 

 
１契約書又は見積書の写し 
２実施状況写真 
３資材購入及び機材リース費等に 
 係る領収書又は請求書等の写し 
４実施要領に定める書類 
 

 
２森と海をつなぐ環境保全推進事業 
 
(1)森と海をつなぐ環境保全推進事業 
(2)流木等被害対策緊急防除事業 
 

 
第２号様式の２ 

 

 
１契約書又は見積書の写し 
２完成写真 
３領収書又は請求書等の写し 

 
３優良竹林化・利活用推進事業 

 

 
第２号様式の３ 

 
１完成写真 
２実施区域を示した図面 
(１万分の１程度) 
３施業図 
４経費の積算基礎表 
 

 
４名樹とのふれあい事業 

 
第２号様式の４ 

 
１実施状況写真及び完成写真 
２領収書又は請求書等の写し 
 

 
５次代の森づくり活動リーダー育成
事業 
 
(1)大分県みどりの少年団活動支援事
業 

 
第２号様式の５ 

 
１実施状況写真 
２領収書又は請求書等の写し 
３各みどりの少年団の活動実績 
 報告書類の写し 
４その他知事が必要と認める書類 

 
(2)大分県みどりの少年団育成事業 
 
(3)次代の森づくり活動リーダー育成
研修支援事業 
 
(4)大分県みどりの少年団活性化推進
事業 
 

 
１実施状況写真 
２領収書又は請求書等の写し 
３研修・活動内容が確認できる書類 
４契約書又は見積書の写し 
５その他知事が必要と認める書類 

※上記表中の「契約書又は見積書の写し」について、消耗品は省略することができるものとする。 
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第１号様式（第３条関係） 
 年度 大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付申請書 

 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
      大分県知事          殿 
 
 
                                 申請者 住 所 
                                           名 称 
                                              代表者名 
 
 
 下記のとおり、   年度大分県森林環境保全推進関係事業（  事業）
を実施したいので、補助金             円を交付されるよう、大分県森林環
境保全推進関係事業費補助金交付要綱第３条の規定により、関係書類を添えて申請しま
す。 
                                     記 
 １ 補助事業の目的 
 
 ２ 補助事業の経費の配分及び負担区分                             （単位：円） 

 
総事業費 

 

 

 
補助対象事業

費 

 

 

          
補助対象経

費 

 

 

補助対象事業費（経費）の負担区分 

 県 費 補 助
金 
   （A）   

 

市町村費 
（B） 

 

自己資金 
（C） 

 

その他 
（D） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※間接補助については補助対象事業費を（A+B+C+D）、補助対象経費を（A+B）と

して計上する。直接補助においては補助対象事業費の記入を省略し、補助対象経

費を（A+B+C+D）として計上する 
 
 ３ 補助事業の完了予定年月日               年     月     日 
 
 ４ 収支予算書（第３号様式）  
 
 ５ 添付書類  
       （１）別表２に掲げるもの 

（２）誓約書（別紙２） 
※ただし、申請者が市町村、森林組合、漁業協同組合、NPO、農協は省略できる 

ものとする。 
       （３）その他知事が必要と認める書類 
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第２号様式の１ 
 森づくり提案事業計画（又は実績）書  事業実施主体： 

 
実施内容 

 

 
事業量 

 
実施時期 

 

 
実施場所 

 

 
事業費（円） 

 
積算基礎 

 
備考 

 
１ 森 づ く り
活動 
２ 森 林 環 境
教育・体験活
動 
 

      

 注１ 実施内容は別表１の補助対象事業欄に①、②として掲げている名称毎に具体的に記載する。 
   ２ 事業量については、活動回数、参加者数等を記載する。 
   ３ 事業費については、別表１の補助対象経費により積算し計上するとともに、実施内容毎の経 

費を積算基礎欄に記載する。 
   ４ 必要に応じて積算基礎の根拠となる資料を添付する。（設計図書、経費明細書、見積書等） 
 
第２号様式の２ 
 森と海をつなぐ環境保全推進事業計画（又は実績）書       事業実施主体： 

 
実施内容 

 

 
 事業量 
 

 
実施時期 

 

 
実施場所 

 

 
事業費（円） 

 
積算基礎 

 
備考 

 
１ 流 木 等 の
片づけ 
２啓発・交流
活動 
３その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１  実施内容は別表１の補助対象事業欄に（１）、（２）あるいは①、②等として掲げている名称 
毎に具体的に記載する。 

  ２ 事業量は流木等処理量（ｍ3 またはｋｇ整数止め４捨５入）、回数、参加者数等を記載する。 
  ３ 事業費については、別表１の補助対象経費により積算し計上するとともに、実施内容毎の経費 
      を積算基礎欄に記載する。 
  ４ 必要に応じて積算基礎の根拠となる資料を添付する。（設計図書、経費明細書、見積書等） 
 
第２号様式の３ 
 優良竹林化・利活用推進事業計画（又は実績）書   事業実施主体： 

注１ 実施内容は活動の内容等について、具体的に記載する。 
  ２ 事業量については、面積等を記載する。 
  ３ 事業費については、別表１の補助対象経費により積算し計上するとともに、実施内容毎の経 
      費を積算基礎欄に記入する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
実施内容 

 

 
事業量 

 

 
実施時期 

 

 
実施場所 

 

 
事業費（円） 

 
積算基礎 

 
備考 
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第２号様式の４ 
 名樹とのふれあい事業計画（又は実績）書   事業実施主体： 

 
実施内容 

 

 
実施場所 

 

 
実施時期 

 

 
事業費（千円） 

 
積算基礎 

 

 
備考 

 

 

 

     

注１ 実施内容は、特別保護樹木名と保育、保全の内容等について、具体的に記載する。 
  ２ 事業費については、別表１の補助対象経費により積算し計上するとともに、実施内容毎の経費 
      を積算基礎欄に記載する。 
  ３ 積算基礎の根拠となる資料を添付する。（経費明細書、見積書等） 
 
第２号様式の５ 
 次代の森づくり活動リーダー育成事業計画（又は実績）書 事業実施主体： 
 

注１ 実施内容は、研修内容等について、具体的に記載する。 
  ２ 事業量については、日数、参加者数、団体数等を記載する。 
  ３ 事業費については、別表１の補助対象経費により積算し計上するとともに、実施内容毎に経費 
      を積算基礎欄に記載する。 
  ４ 必要に応じて積算基礎の根拠となる資料を添付する。（経費明細書、見積書等）  
 
 

 
実施内容 

 
事業量 

 
実施時期 

 
実施場所 

 
事業費（千円） 

 
積算基礎 

 
備考 
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第３号様式 
 

               収  支  予  算  書 

 
 １ 収 入 

 
区      分 

 
予  算  額 

 
備        考 

 
  県 費 補 助 金 

 

 
                       円 

 

 

     合   計 
  

 

 ２ 支 出 

 
区      分 

 
予  算  額 

 
備        考 

 

 

 

                       円 

 

 

 

      合   計 
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第４号様式（第４条関係） 
 
 
 

  年度  大分県森林環境保全推進関係事業変更承認申請書 
 
 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
 
      大分県知事          殿 
 
 
                                 申請者 住   所 
                                           名   称 
                                              代表者名 
 
 
    年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定通知のあった   年
度大分県森林環境保全推進関係事業（           事業）について、下記のと
おり変更したいので承認されるよう、大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付要
綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 
 
 

記 
 
 
      １ 変更の理由 
 
 
 以下第１号様式の記の２以下に準じて作成するものとし、変更前と変更後が容易に比
較対照できるよう、変更部分を２段書きとし、変更前を上段に括弧書きで記載すること。 
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第５号様式（第４条関係） 
 
 
       年度 大分県森林環境保全推進関係事業費補助金に係る消費税等 
    仕入控除税額確定報告書 
 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
 
  大分県知事          殿 
 
 
                                 申請者 住   所 
                                           名    称 
                                              代表者名 
 
 
  年  月  日付け   第    号で補助金の交付決定通知のあった    年
度大分県森林環境保全推進関係事業（           事業）費補助金に係る消費
税等仕入控除税額が確定したので、大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付要綱
第４条第１項第１２号の規定により、下記のとおり報告します。 
 
 
                                      記 
 
 
 １ 補助金の額の確定額 
     （      年  月  日付け  第  号による額の確定通知額） 
       金            円 
 
 
 ２  補助金の額の確定時に減額した消費税等仕入控除税額 
     金            円  
 
 
 ３ 消費税等の申告により確定した消費税等仕入控除税額 
     金            円 
 
 
 ４ 補助金返還相当額（３－２） 
     金            円 
 
 
（注） 
 １ 別紙を添付すること 
 ２ その他参考となる書類 
      消費税確定申告の写し及びその添付書類（補助金に係るもの）を添付すること。 
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別 紙 
 
 
         年度 大分県森林環境保全推進関係事業費補助金に 
                  係る消費税等仕入控除税額集計表 
 
 

 
 仕入れに係る消費税額及 
 び地方消費税額 
 
       （ Ａ ） 

 
  補 助 率 
 
 
  （ Ｂ ） 

 
 仕入れに係る消費税等仕 
 入控除税額 
 
      （ Ａ×Ｂ ） 

 
  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

（ 注 ） 
     １ 「仕入れに係る消費税及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消 
         費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により、 
         仕入れに係る消費税額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 
         に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記載すること。 
 
     ２ 「仕入れに係る消費税等仕入控除税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費 
     税等相当額のうち、消費税法の規定により、仕入れに係る消費税額として控 
     除できる金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金 
     額との合計額に補助率を乗じて得た金額とする。 
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第６号様式（その１）（第５条関係） 
 
 
 

  年度  大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付決定通知書 
 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
 
                          殿 
 
 
                                     大分県知事    
 
 
 
       年  月  日付け   第      号で交付申請のあった     年度大分
県森林環境保全推進関係事業（              事業）費補助金について
は、下記のとおり交付することに決定したので、大分県森林環境保全推進関係事業費補
助金交付要綱第５条の規定により通知します。 
 
 
                                   記 
 
 
       １ 補助対象経費            金                          円 
 
 
       ２ 補助金の交付決定額    金             円 
 
 
       ３ 補助条件         要綱第４条の規定による 
 
 
（注） 

１   別表１の補助対象事業欄の「森と海をつなぐ環境保全推進事業」について
は第４条に規定する補助条件の（６）及び（８）～（９）を除く。 

 
２   「次代の森づくり活動リーダー育成事業」について、事業実施主体がみど

りの少年団に補助金の交付を決定する際には、要綱第４条の条件を付すこと。
この場合、「知事」を「協議会会長」に読みかえるものとする。 
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第６号様式（その２）（第５条関係） 
 
 

  年度 大分県森林環境保全推進関係事業費補助金変更交付決定通知書 
 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
 
                          殿 
 
 
                                       大分県知事    
 
 
   年  月  日付け   第    号で変更承認申請のあった     年度大分
県森林環境保全推進関係事業（                   事業）費補助
金については、申請のとおり承認し、下記のとおり変更交付することに決定したので、
大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 
 
 
                                     記 
 
 
   １ 補助対象経費 

 
変更前補助対象経費 

 
今回増減額 

 
変更後補助対象経費 

 
                    円 
 

 
              円 
 

 
                     円 
 

 

 

   ２ 補助金の交付決定額 

 
既交付決定額 

 
今回増減額 

 
変更交付決定額 

 
                    円 
 

 
              円 
 

 
                     円 
 

 

 

    ３ 補助条件 
             年  月  日付け  第   号による補助金交付決定通知書に 
    記載の補助条件のとおりとする。 
 
  （備考）この様式は、県費補助金額の変更が伴う場合に使用する。 
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第６号様式（その３）（第５条関係） 
 
 

  年度 大分県森林環境保全推進関係事業変更承認通知書 
 
 
                                                         第            号 
                                                         年   月  日 
 
 
                      殿 
 
 
                                      大分県知事    
 
 
   年  月  日付け   第    号で変更承認申請のあった     年度大分
県森林環境保全推進関係事業（             事業）については、申請の
とおり承認したので、大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付要綱第５条の規定
により通知します。 
 
 
    １ 補助条件 
         年  月  日付け  第   号による補助金交付決定通知書に 
    記載の補助条件のとおりとする。 
 
 
（備考）この様式は、補助金の額の変更を伴わない事業内容の変更承認通知をする場合 
   に使用する。 
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第７号様式（第９条関係） 
 
 
    年度  大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付（精算払）請求書 
 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
 
   大分県知事          殿 
 
 
     申請者 住   所 
      名   称 
      代表者名 
 
 
      年  月  日付け   第     号で補助金の交付決定通知のあった  
    年度大分県森林環境保全推進関係事業（               事業）
費補助金          円を精算払の方法により交付されるよう、大分県森林環
境保全推進関係事業費補助金交付要綱第９条の規定により請求します。 
 
 

記 
 
 
 １ 補助金の交付決定額 金    円 
 
 
 ２ 概 算 払 受 領 済 額 金    円 
 
 
 ３ 今 回 請 求 額 金    円 
 
 
 ４ 補助金振り込み口座 金融機関名： 
    支  店  名： 
                               口座種別  ： 
    口座番号  ： 
                               (ﾌﾘｶﾞﾅ) 
                  口座名義人： 
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第８号様式（第９条関係） 
 
 
    年度  大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付(概算払)請求書 
 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
 
   大分県知事          殿 
 
 
     申請者 住 所 
      名 称 
      代表者名 
 
 
    年  月  日付け   第        号で補助金の交付決定通知のあ
った    年度大分県森林環境保全推進関係事業（             事業）費
補助金          円を概算払の方法により交付されるよう、大分県森林環 
境保全推進関係事業費補助金交付要綱第９条の規定により請求します。 
 
 
                                     記 

      年  月  日現在 

 
 
    補助金振り込み口座 金融機関名： 
   支  店  名： 
                         口座種別  ： 
   口座番号  ： 
                          (ﾌﾘｶﾞﾅ) 
              口座名義人： 
 

 

 

補  決 
助 
金  定 
交 
付  額 
 Ａ 

 

  既受領額 
        

 

 

   月  日 
 までの予定 
 出  来  高 

 

 今回交付 
 請 求 額 
 C－B≧D 

 

 残   額 
 
 A－B－D 

 

事  予 
業  定 
完  年 
了  月 
    日 

 

 

 備 
 
 
 
 考 

 
 

金 額 
  Ｂ 

 

 率 
 B/A 

 

金 額 
  Ｃ 

 

 率 
 C/A 

 

金 額 
  Ｄ 

 

 率 
 D/A 

 

金 額 
  Ｅ 

 

 率 
 E/A 

 

     円 

 

 

 

     円 

 

 

   ％ 

 

 

     円 

 

 

   ％ 

 

 

     円 

 

 

   ％ 

 

 

     円 

 

 

   ％ 
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第９号様式（第 10 条関係） 
 
 

    年度  大分県森林環境保全推進関係事業実績報告書 
 
 
                                                          第            号 
                                                          年   月  日 
 
 
      大分県知事          殿 
 
 
     申請者 住 所 
      名 称 
      代表者名 
 
 
    年  月  日付け  第       号で補助金の交付決定通知のあった 
   年度大分県森林環境保全推進関係事業（           事業）について、
下記のとおり実施したのでその実績を、大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付
要綱第 10 条の規定により報告します。 
 
 
                                    記 
 
 
    １ 補助事業の成果 
 
 
  ２ 補助事業の経費の配分及び負担区分                             （単位：円） 

 
総事業費 

 

 

 
補助対象 
事業費 

 

 
補助対象 

経費 

 

補助対象事業費（経費）の負担区分 

県費補助金 
   （A）   

 

市町村費 
（B） 

 

自己資金 
（C） 

 

その他 
（D） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※間接補助については補助対象事業費を（A+B+C+D）、補助対象経費を（A+B）として計上す 

 る。直接補助においては補助対象事業費の記入を省略し、補助対象経費を（A+B+C+D）と 

 して計上する。 
 
  ３ 補助事業の完了年月日               年     月     日 
 
    ４ 収支精算書（第１０号様式）  
 
  ５ 添付書類  
       （１）別表３に掲げるもの           
       （２）その他知事が必要と認める書類 
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 第 10 号様式 
 
 

               収  支  精  算  書 

 
 
 １ 収 入 

 
区    分 

 

 
精 算 額 

 

 
予 算 額 

 

 
差    額 

 

 
備    考 

 

 

 
  県 費 補 助 金 
 

 

          円 

 

 

           円 

 

 

            円 

 

 

 

 

 合     計     

 

 

 ２ 支 出 

 
区    分 

 

 
精 算 額 

 

 
予 算 額 

 

 
差    額 

 

 
備    考 

 

 
 
          円 
 

 
      円 
 

 
            円 
 

 

    合   計 
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第 11 号様式（第 11 条関係） 
 
 

   年度  大分県森林環境保全推進関係事業費補助金の額の確定通知書 
 
 
                                                         第            号 
                                                         年   月  日 
 
 
                          殿 
 
 
                                     大分県知事    
 
 
 
  年  月 日付け  第  号で提出された     年度大分県森林環境保全推進関
係事業実績報告書に基づき、     年   月  日付け第     号による交付決定通
知に係る補助金の額については、金              円に確定したので、森林環境保全
推進関係事業費補助金交付要綱第 11 条の規定により通知します。 
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【別紙２】 

誓  約  書 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。  

また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに同意します。 

 

 

記 

１ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規 

    定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３） 暴力団員が役員となっている事業者 

（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者 

（６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 

（７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有してい

る者 

（８） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

２ １の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人では 

ありません。 

 

                                        年  月  日 

 

  大分県知事   殿 

 

                                 〔法人、団体にあっては事務所所在地〕 

    住  所 

 

                            （ふりがな） 

    氏    名 

 

    生年月日 （明治・大正・昭和・平成）  年  月  日(男・女） 

 

※  県では、大分県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約

をお願いしています。 

 

 


